
こども基本法とは

すべての子どもが幸せな生活を送ることができる
社会を目指して、基本的な考え方を明示し、国や地
方公共団体、事業主、国民など社会全体で、子ども
に関する取組み「こども施策」を進めるために作ら
れました。
●「こども」とは
「こども基本法」では、「心身の発達過程にある
者」とされ、年齢の決まりはありません。
●こども施策
子どもに関する取組みなどを「こども施策」とい
います。
●子どもの心や体の成長をサポート
居場所づくり、いじめ対策など

●子育てをする人たちへのサポート
働きながら子育てしやすい環境づくり、相談窓
口の設置など

●こども施策の基本理念
こども施策は６つの大切な考え方のもとに行われ
ます。
①すべての子どもが大切にされ、基本的な人権が
守られ、差別されないこと

②すべての子どもが大事に育てられ、生活が守ら
れ、愛され、保護される権利が守られ、平等に
教育を受けられること

③すべての子どもが、年齢や成長の程度に合わせ
て、自分に直接関係することに意見を言えたり、
さまざまな活動に参加できること

④すべての子どもの意見が年齢や成長の程度に合
わせて、大事にされ、子どもの今とこれからに
とって最もよいことが優先して考えられること

⑤子育てをしている家庭のサポートが十分に行わ
れること、家庭で育つのが難しい子どもに家庭
と同じような環境が用意されること

⑥家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社
会をつくること

こども基本法が施行されました
こどもまんなか社会の実現を目指します
令和５年４月１日に「こども基本法」が施行されるとともに、「こども家庭庁」が創
設されました。こどもまんなか社会を目指し創設される「こども家庭庁」は、就学前の
子どもの健やかな成長のための環境確保や子育て支援に関する施策を担います。ここで
は、こども基本法の概要や橋本市の取組みを紹介します。 【こども課】

こどもまんなか社会

子どもに関する取組みや政策を社会の真ん中に据
えることをいいます。「こどもまんなか社会」の実
現に向け、こども政策に取り組んでいく国の組織が
「こども家庭庁」です。

橋本市の取組み

橋本市が現在取り組んでいる「こどもまんなか社
会」の実現に向けた施策の一部を紹介します。「こ
ども基本法」の施行に伴い、「こども施策」をさら
に進めます。
①子育ての相談窓口
妊娠期から18歳までの総合相談を引き続き実施
します。子育てや子どもの気になる行動、家庭を
取り巻く環境など、不安なことを相談してもらい、
さまざまな専門職が共に考え、必要な支援につな
げます。
②子ども医療費助成制度
18歳までの児童を対象に子どもの医療費を無償
化します（所得制限あり）。
③ひとり親家庭や低所得家庭の支援
児童扶養手当の支給、学童保育費の補助、就学援
助など
④妊娠時から子育て時までの一体的な支援
保健福祉センターに設置した子育て世代包括支援
センターでは、統括支援員を中心として、社会福
祉士や保健師、家庭相談員などの職員が一体的に
支援します。

問い合わせ

こども課 ☎33-6102
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DGs のアイコンを表示しています。
橋本映像研究部　令和４年度活動報告

昨年度に引き続き、市の施策などを短い動画でわかりやすく発信す
る「橋本映像研究部」の活動を行いました。
令和４年度は、市職員の有志14人が集まりました。プロの映像ク
リエイター青
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野
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た か

士
し

さんを講師として招き、映像の制作方法や撮影方
法を学びながら、それぞれ個人で動画を制作しました。
制作した動画の一部を紹介します。 【秘書広報課】

こちらの二次元コードから橋
本映像研究部で制作した動画を
視聴していただけます。

橋本映像研究部をＰＲする動画
です。映像クリエイター青野さん
に制作していただきました。

食べ物をのどに詰まらせた時や
ハチに刺された時などの応急処置
の方法について紹介しています。

市民に防災情報を届けるため、
防災はしもとメールの登録方法な
どについて説明しています。

若者の消費者トラブルを身近に
感じてもらえるように制作した啓
発動画です。

コミュニティバスの乗り方や料
金の支払い方などについて紹介し
ています。

認知症のことを知ってもらうた
め、診断後も前向きに取り組む当
事者にインタビューしました。

普段なかなか見ることができな
い救助工作車の資機材の内容など
について紹介しています。

橋本市公式LINEに登録してい
ただいた際の受信設定の方法につ
いて説明しています。

市政への理解を深めてもらうた
め、市長に密着し、今後の展望な
どについてインタビューしました。
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